
社会福祉法人太田福祉記念会公告 

 

条件付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 

 

令和元年１０月１１日 

 

社会福祉法人太田福祉記念会 

理事長  太 田  宏 

 

１．一般競争入札に付する事項 

（１）工 事 名 

太田玉川デイサービスセンターＬＥＤ照明器具設置工事 

（２）施工場所 

郡山市熱海町玉川字阿曽沢 11番地 1 地内 

（３）建物概要 

鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺 2階建 （1階） 

（４）工事概要 

太田玉川デイサービスセンターの照明器具を LED 照明器具に更新する（居

ながら施工）。 

（５）工  期 

契約締結日から令和 2年 2月 28日まで 

（６）支払条件 

竣工検査完了後、翌月末日までに契約金額を銀行口座振込にて支払う。 

（7）入札参加 

下記 2入札参加要件を満たし、参加を希望する者は令和元年 10 月 18日ま

でに文書にて意思を表明すること（任意文書、提出先は設計図書閲覧先と同

じ）。 

 

２．入札参加資格 

以下に掲げる要件を全て満たしている者であること。 

（１）郡山市内に本社（店）、支社（店）、営業所を有すること。 

（建設業法第 3条第 1項に規定する営業所を有すること） 

（２）平成 19年 4月 1日以降にＲＣ造の老人保健施設又は医療施設で工事（居なが

ら施工）を施工した実績があること。 
（３）会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

（４）自己、自社若しくはその役員等（注１）が、暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第 2 条に定める暴力団、暴力団員又はその他反社会的勢力（注

２）でない者であること。 

（注１）取締役、監査役、執行役、支店長、理事等、その他経営に実質的に



関与している者。 

（注２）暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴

力集団、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す

る者、暴力団員でなくなったときから 5年を経過しない者等、その

他これに準じる者。 

 

３．設計図書の閲覧 

（１）閲覧期間 

令和元年 10月 11日から令和元年 10月 17日まで 

（土、日、祝日を除く午前 9時から午後 4 時まで） 

（２）閲覧場所 

社会福祉法人太田福祉記念会 法人事務局 

〒963-1303福島県郡山市熱海町玉川字阿曽沢 11番地 1 

 

４．設計図書の貸出 

（１）貸出期間 

令和元年 10月 11日から令和元年 10月 28日まで 

（２）貸出場所 

社会福祉法人太田福祉記念会 法人事務局 

〒963-1303福島県郡山市熱海町玉川字 11番地 1 

（３）方  法 

設計図書の貸出を希望する事業者は、当法人ホームページから借用書をダウ

ンロードし、必要事項を記入し提出すること。また、来園する者は名刺を持

参すること（土、日、祝日を除く午前 9時から午後４時まで）。 

 

５．設計図書に対する質問及び回答 

（１）質問受付日時 

令和元年 10月 11日から令和元年 11月 1 日まで 

（２）質問提出先及び方法 

太田福祉記念会法人事務局へＦＡＸで質問書を提出すること。 

ＦＡＸ番号 024-994-0880 

（３）回答方法 

令和元年 10月 21日に質問者に対してＦＡＸで回答する。 

 

６．入札日時等 

（１）入札日時 

令和元年 11月 1日 午前 11時 15分 

（２）入札会場 

特別養護老人ホーム玉川ホーム第一会議室 

〒963-1303福島県郡山市熱海町玉川字阿曽沢 11番地 1 

 



７．入札方法 

（１）入札価格 

入札書には、入札金額（税抜）を記載すること。 

（２）次の一に該当する入札は無効とする。 

・入札書に記載した金額を訂正若しくは記載内容が不明確な入札。 

・入札書に記名、押印のない入札。 

・同一入札に代理人を兼ね、又は 2通以上の入札を行ったもの。 

・入札参加に必要な資格のない者がした入札。 

（３）持参書類 

・入札書（入札用封筒に入れて提出すること） 

・委任状（代理人による入札参加の場合は委任状を提出すること） 

・名 刺（出席者を確認するため名刺を提出すること） 

（４）入札回数 

・入札回数は 2回までとする。 

・入札金額が予定価格以下にならない場合は、最低価格提示の事業者と見積

合わせを実施する。 

（５）落札者の決定 

・開札後、予定価格以下で最低の価格の申し込みをした者を落札者とする。 

・落札者となるべき価格の入札をした者が 2人以上あるときは、くじにより

落札者を決定する。 

（６）入札結果の公表 

落札者決定後、当法人ホームページに入札結果を掲載する。 

 

８．入札保証金及び契約保証金 

免除 

 

９．その他 

談合の事実が確認された場合の入札、又は談合の事実が確認されなかった場合であっ

ても談合の疑いが払拭されない場合の入札は無効とする。 


